
１　仕事と家庭の両立関係

数値 年度

女性職員の産前産後休暇及
び育児休業の取得割合

１００％ Ｒ７ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

男性職員の配偶者出産休暇
及び育児参加のための休暇
の取得割合

５０％以上 Ｒ７ - 100.00% 50.00% 100.00% 100.00%

（取組内容）

２　配置・登用関係

数値 年度

係長相当職以上の女性職員
の割合

５０％以上 Ｒ７ 44.36% 42.96% 43.59% 43.12% 43.12%

（取組内容）
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令和６年度 ： 係長職以上の各役職段階における人材プールの確保を念頭に、課長、課長補佐及び
係長への女性職員を登用した。また、宮崎県実務研修生に女性職員の派遣を行った。

令和６年度 ：出産を控えている全ての職員に対し、各種両立支援制度（産前産後休暇、育児休業、
配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇等）の活用促進等に関する助言を行った。特に男性職
員には、早めの情報提供を行い、配偶者出産休暇、育児休業等取得への意識向上を図った。
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